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ひとこと

　最近既i：をにざわした家族、親r関係の話題の．つ1こ、1悪魔ちs’iん命

名」裁判があ）L．，その’連の経紘は既につぶdに報道されてさ人が、

なかでし関心を1呼んだ内容は、『悪魔」という名前が妥当なのかと’うかと

いうことで．あ．）た．確かにそこでは、そのr・が社会生活を営んでいくう

えて．、不当な扱いを受りる，kうなことはないだろうかという内容し含ん

ではいた、しかし、∫・ど七σ）権利という視点からは必d”しし｝釆い論議が

fS　cXれたわUではない，

　名前は、人がひとりの人間としてそのソイノン」イソf．一をこのil｜：に

明確化する基本的な第・・歩である、．っよリ、この’世にたったひとりしかい

ない、はかの，iii／’C．．bない自分を明らかに寸る権利、いわばソイプンうイう

r　椛の承要な構成要素で．ある、それは出生ととbに保匹章されることが

最し一・般的であリ、r・どもは、これをi三体的に行使でさない故に、占くは

｜児童の権利に関寸る宣L＝i．」の第3条で、また近年採択dNれた「va｝ll’／tの権利

に関9る条約」では第7条、第8条のil；”（’この趣旨が定め↓うれている．

　この権利の保ll章者としては、親が優先される．「いわゆる親の命名権で

ある．命名椛というと、親に子どしσ）名づけをllる”権利がある”とい

う受1．ltl161）方がさわめて強くなる．碓かに、誰．しがその∫・を命名寸るこ

とはでさず、最終的な決定権は親にあるという点では親の権利と言える．

しかし、∫・どbの権利の視点にウ1つとさ、J’・どbのアイデンうイう：で・

の権利を保障寸る親のf貨割は、換、河れば親の義務であるという点を忘

れてはならない．、それを適切に行使」ることを配慮’dるのが公的白イr：で

ある．、親権が決して親の権利のみを意味dるものではなく、義務と責fr・

を包含しておリ、必要に応じて社会が支援し、介人9るのと同じ趣旨の

」、うに思われる、その命名が、d’一　E’　・Uにと．って不利益が生し’ないこと、

⊃」、リ1∫・ど．しの最善の利益」になる」、うに配慮弓．る、という親やト1．会

の責任のあリ方を、今川の事例はあらためて問うている、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員長・網野武博



〈オーストラリア〉

絆を取り戻しつつある家族

、，

世界の親子・家族をめぐる動向

　　　　　　　　　　　　　ク1’スト7アー　 キング

仏教大学×学院fmure士課程Christopher　King

　背　景

　今ll、ほとんどのオーストラリア人は快適で安全

な生活をしているが、いまだ貧困、住宅難、児戒虐

待及び放任、薬物使用、そして地域での暴力に；1’iし

んでいる家族もみられる。以前は、このような1！U題

を抱えているのは、不幸な少数の人々であると偏じ

られていたt“しかし、f’どもたちの抱えている問題

の責任は特定の個人や家族だけではなく、地域や川

民全体にもあることが明らかになってきたのである、，

　オーストラリアの児童福祉の問題の多くは糸き済の

後退に起因しており、その結果、福祉国家を維持す

るための費用及び児童棉祉サービスの費川もまた危

機的状況に直而している。このような理山から、政

府と地域が協働して、家族の社会的、個人的ニー一ズ

に応えるための資源を強化し、整備している．しか

し、このことによ・．・て、児竜福祉に対する州の貰任

が軽減されるものではない，，

　今　f，1では、子どもの福制二の向1：を図るためには、

家族と地城のインテグレーション〈統合）が必要で

あるとされている。福祉政策やサービス；i卜画のsZ案

に当っては、家族が拡大し、時と共に変化する複雑

な組織であることを考慮に人れなければならない．，

　児童福祉政策は、子どもの権利と地位の拡人をi’t

定するという流れの変化を反映し、大きく変化して

いる．“放任された㌘または“コントロールできない”

子どもという占い考え方は、子どもは法的千続きに

のっとり取り扱われなければならないという考え方
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と共に消失したtt州にはもはや道徳的に歳く役割は

ない。現在はr・どもに害をtj・えるものに焦点が当て

られており、州がr一どもやその家族の生活に介人す

ることが認められるのは、そのような害のみである、、

　同じように、郁趾機関の役割も“悪L、t’・どもeを

扱うことから、1「一どもの＝一ズが家族、地城、そし

て政府によ汀て満たされているかどうかを保障する

ことへと変化した．、入所施投は特殊なケースや状況

以外、利用さt’Lない。ストレズドにある家族のアセ

スメント　（評価）も家族全体の状況を杉慮して行う

という全休論的（holis．　tic）なアプローチがとられて

いる、，また、サポートサーピスによって、家族のス

トレスを軽減するための適切な介Kができるように

な．・ノている、、

　21世紀へ向かうオーストラリアの蒙族の特色

　結婚、離婚、人11、そして社会政策に対する価1直

観及び態度の変化により、オーストラリアの家族桃

成も変化してきた，最近指摘されていることは、再

びt一ストラリアの家族が強い結び付きを取り戻し

つつあることである、，例えはr、9「［％のオーストラリ

ア人か少なくとも1人の家族と剛ii’｝してお1）、家庭

にいるf’どもの約85％が、結婚または内緑関係にあ

る人婦と同居しているn離婚率も過去4年間安定し

ている．家族が一つとなり強いネ・・トワークを持ち、

さらに異1｛ヒ代との間にi；童い結束が現れている．その

例として、家庭での児章養育の3分の2を祖父t｝｝が
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担っていることがあげられる。

　（1）家族構成とネットワーク

　オーストラリアの家族形態の変化として、次の三

つの特徴があげられる。単親の子どもの増加ご混合”

または’再構成されたe家族の増加、そして家族貝数

の減少である。家族員数の減少は、女性の出産率低

下の結果である。表1．は1993年の家族構成である。

　オーストラリアでは、“子ども”は一般に年齢が0

歳から19歳で、両親あるいは単親の被扶養者と定義

される。普通、子どもは高等学校を卒業する19歳頃

に自立する。

　（2）単親家族の増加

　単親家族の割合は著しく増加している。1969年に

は、扶養される子どものいる家族の7．1％が単親家

族であった。それが1981年には12％に増加している。

さらに1990年には14％になっている。この増加は婚

姻の低下と離別、離婚、非嫡出子が増えたことに起

因している。

　（3）再構成または混合された家族の増加

　両親の離婚後、80％の子どもが母親と、15％が父

親と生活し、残りはその他の状況で生活しているe

多くの親が離婚後、再婚または内縁関係をもって生

活している。両親が離婚した子どもの50％以上が継

家族（Step－fa血ily）の中で生活し、ほとんどが継父と

住んでいる。両親のいる家族の5％は⑨再構成”か

“混合”された家族である。このような家族は、二

つの単親家族が両親のいる家族をつくったときに生

まれる。

表2．出生地別学齢児数

　（4）子育てと保育

　1986年には4歳以下の子どもの40％の母親が職を

持っており、共働き家族が主流となった。扶養され

る子どものいる両親揃った家族の半数以上がこの形

態である。4歳以下の子どもの33％が就労している

両親または単親家庭におり、12％が既存の公的な養

護サービスを利用している。

　（5）文化的変化

　移民の歴史がオーストラリアを多文化社会へと変

えてきた。従って政策面においても、さまざまな家

族の概念を含む文化の違いを尊重し、サnt・一トしな

ければなちない。オーストラリアでは、20歳以下の

人口は30．5％である。1989年6月30日の時点で、人

口の22．2％はオーストラリア以外の国の人である。

1988年から1989年の間で最も人ロが増えたのは、ア

ジアの国々の人である。学齢児（5歳～19歳）の約

10％がオーストラリア以外の国で生まれている．表

2．に1989年の出生地別学齢児数ぎ示しておく。

　（6）アポリジニ

　アポリジニの子どもはオーストラリアの中でも最

表1．オーストラリアの家族構成（1993年）　　　　（％｝

扶養する予どものみ 36．9

扶養する子どもと扶養しない子ども 5．6夫

婦 扶養しない子ども 8．6

子どもなし 34．6

扶養する子どものみ 8．0

扶養する子どもと扶養しない子ども 1．1単

親 扶養しない子ども 3．9

子どもなし
一

その他 12

（1993年キャンベラタイムズより）
　　　　　　　　　年葺［出生地

．一一　　　　　　　一一一一一
　　　〇～4歳 一一一一．　　　5～9歳

一

　　　　一一
　
　
　
1
0
～
1
4
歳
．

　　　　　一一一
　　15～19歳　　　・

1，19＆847人 1，U6．687人 1，109．125人 1、245．351人

‘　　ア　フ　リ　カ L981
亀558 7，691 8，709

ア　メ　1バ　カ 蕊573 ＆058 8，850 12，150

ア　　ジ　　ア 14，820 34，393 44，338 砥046
ヨ　ー　ロ　ッ　パ 10，754 27，942 39，800 5＆566

・

　　オセアニア　　　　　　　　　　A 7，506 1臥204 23，466 31，655　　　　　一

（オーストラリア統計局1990年■査より｝

　　　　　　　　　　　3



も危機に直面しているため、特別な配慮をする必要

がある。かつての暗いアボリジニ政策においては、

子どもたちは強制的に両親から引き離され、白人社

会に同化する目的で施設に収容された。この多くは

2度と両親の顔を見ることはなかった。今日でも多

くのアボリジニの子どもたちが施設で、または両親

以外のところで養育されている。

　アボリジニの子どもの貧困は、アポリジニコミコ．

ニティー全体が受けた差別という観点から検討され

なければならない。白人の抑圧によって法律、文化、

そして伝統が崩壊し、“貧困の文化”を生み出した。

統計的には、貧困の文化は絶対的貧困状態として現

れている。アボリジニの子どもは住居、栄養、衣服

と健康面において、十分にケアされていない。従っ

て、死亡率は高い。

　貧困は相対的な貧困としても現れている。アボリ

ジニの子どもは職業、教育、レクリエーション、家族

そして社会活動に参加する機会を、白人の子どもと

同等には与えちれていない。また地域で暴力や殺人

の犠牲となる危険率は、白人の子どもの10倍である。

　過去数・・1・’年間にアボリジニは自分たちの意志で決

定する権利と過去の不公平さを見直す権利を勝ち取

ってきた。このような進歩のなかで、彼らは部族と

してのアイデンティティー、そして文化的アイデン

ティティーを再構築することができた。しかし、ま

だ多くの問題が残されているのも事実である。今後

アボリジニの子どもの福祉を保障できるかどうかは、

社会正義にかかっているといえるであろう。

　州政府の役翻

　（1）子どもの権利

　児童福祉の中心となる理念は、家族関係を継続で

きる両親または養育者のいる家庭で生活する権利で

あり、生涯を通してその関係を継続する機会が与え

れられていることである。親には子どもを養育する

主たる責任と義務がある。しかし、これは親が子ど

　4

もに対する“所有権”を持つということではなく、

権利よりも親の義務を表すものである。親の義務は

子どもの健康と福祉を守ることと、子どもの身体的、

情緒的、そして教養面での能力の発達を助長し、社

会参加をサポートすることである。

　州政府は、親がこれらの責任を果たすことができ

るように、援助サービスをネットワーク化する責任

を持つ。州政府の役割は、家族が子どもを養育する

能力を守リ、促進し、奨励することである。親の義

務が履行されず、また機能しない場合は、州政府が

擁護し、必要であれば、子どもに代わって介入し、

十分なケアと保護を受けられるようにする責任があ

る。子どもと家族との関係に関する決定は重要な問

題であるため、行政決定よりも司法によって決定さ

れるぺきである。家族と子どもに影響するすべての

司法的、行政的行為は、子どもの最善の利益が第一

に考慮されなければならない。“最善の利益”は単純

な概念ではない。子どもに代わって決定をする場合

には、子ども自身の判断能力、両親を含む関係者の

権利が考慮される必要がある。

　（2）“親゜としての州政府

　虐待や子どもに不利益をもたらすことの確認と改

善は、それにかかわる人たちによって行われるべき

であることは一般の認識するところである。州政府

は、特殊な直接的ケアが必要な場合は別として、子

どもの利益を守る者として、法的かつ公正的な役割

を持っている。この役割にのっとり、州政府は直接

処遇にかかわる人々を評価する権利と責任を持つ。

これによって、実際に子どもの福祉の最終責任は“親

としでの州政府が負うものとなる。

　州政府は実の“親eにはなれないが、後見人にな

ることはできる。州政府は“良き親eの役割として

ふるまうことで、子どものニーズをできるだけ充足

するよう努めなければならない。現在の後見人の規

定では、子どもが成人した時点で州政府の“親”と

しての役割は終了する。しかし、“良き親”としての
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役割を持つ州政府は、子どもの法的地位と、さらに

自立のための最善のケアと十分な準備ができている

ことを確認する義務があるといえる。

　連邦政府と州政府の責任

　オーストラリアは六つの州と二つの準州に分けら

れる。行政は連邦政府と州政府で責任を分担し遂行

されている。児童福祉に関する連邦と州政府の責任

は複雑で、州または連邦の法律の改正によっても影

響を受ける．ここでは、経済的支援と家族法におけ

るそれぞれの責任分担について紹介する。

　（1）経済的サポート

　連邦政府は、扶養される子どものいる家族及び成

人後の個人に対して、税制上で所得援助をする責任

がある。州や準州には、若い両親が子どもの養育が

不可能または養育意思がない場合、そしてその子ど

もが危険にさらされている場合は、代替機関に措置

する責任がある。

　（2）家族法

　家族法に関しては、連邦政府が婚姻、離婚及び夫

婦関係に対応する法律をつくる権限を持っている。

表3．州ごとの児童福祉にかかわる法律と行政機関

連邦家族法（Federal　Family　Law　Act）のもとに、

家庭裁判所では子どもの監護及び親との面接にかか

わる事件を扱っている。これは児童福祉を取り扱う

州の少年裁判所に与えられている権限と重複する。

州の権限は、子どもの福祉に影響する事件の場合、

家庭裁判所より優先されるが、判断を下す際には、

連邦と州の裁判所との閲に、調整が必要であること

は明らかである。

児童福祉に資任を持つ主要な官庁と機関

・ 社会保障局は、社会的に不利な立場にある子ども

とその家族に所得援助をする。

・地域サービス・保健局は、保健、住居、児童養育、

そして児童福祉に関する地域サービスを取り扱う。

・ 職業・教育・訓練局では、子どもが教育を完了で

きるように経済的援助をし、教育、訓練、職業に

関する政策をつくる。

・ アボリジニ及びトレス海峡島民委員会（Aboriginal

and　Torres　Strait　Islanders　Commission、

ATSIC）はアボリジニの子どもの特殊なニーズを取

　り扱うc

＝一・一　　　　　　一一r州／準州
一　　　　　　一　一　　　　　　　　　　←一一　　　　｝「　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　主な法律
・

一一 　＝　　　　　　行殻機関

　一ストラリア首都特別地区
‘

児童サービス法1囲6年
｛The　Children、　Servio鵠AcL　lg86）

青少年擁護・地域福祉支部
｛Youth　Adv㏄ate，　Co㎜1m血y　Welfaτe　B凋㏄帥

ヒ
ユ
ー
サ
ウ
ス
．
ウ
．
エ
ー
ル
ズ
‘
L

児童（ケア及び保護）法　1987年、1989年｛CWildτen－Care　and　Pro㎏d匪on－Act，1987，1989） 家庭・地域サーピス局

仮狸由㎜tofF醐y加d㎞田貌y｛）
　　　　　　　　　　　」川一ザンテリトリー 地域福祉法　工983年‘Commu血y　Wdfare　Ac口983｝ 保健・地域サービ．ス局α〕epar伍】㎝t　of　Hea吐h　a皿d（：omm皿ity　Servio白5，

児童サービス法　1965－80年（The　Children’s　Services　Act，1965・80｝ 保護サービス・少年審判諌
仰岨onofProt副Ye鋤v畑sa㎡加dkJ蜘1

オーストラリア 地域福祉法　1988年
lCommunity　Welfare　Aα．19路）

児旗保護及び少年法　1988年《Chndr飽，s　Pro画㎝ard　Yo加gOκenders　Act，19魅〕

家庭・地域サービス局
似別加ロt‘or　Famny　andα㎜㎜吻Ser㎡㏄s）

スマニア　　　　　　　　　　1 タスマニア児童保護法　1974年、1986年
《Tasma揃毎o　Chnd　PrOt顧on　AcL　1974，1986｝

児童保護審査委貝会〔Child　PrOtection’Assessmロt　Board）

　イクトリア

‘

　　　一児童青少年法1991年｛The．Chi｜dren加d　Yomg㎞ns　Act，1991）

荊（家庭内暴力）法　1987年
lThe　Crimes－Family　Vio1ぴce－Acも198η

ヴィクトリア地域サービス局
（Community＆rvices　of　Victoria）

オーストラリア 児壷福祉法
｛The　Child　We雌are　Act，1990，

1990年　地域サービス局
（De蜘m剛for』C㎝mlmity　Servi幡D　　．

5



　さらに、“1989年度社会的不利を持つ家族及び子ど

ものためのサービスに関する連邦・州／準州政府委貝

会（Commonwealth　State／Territory　MinisteriaJ

Committee　on　Services　for　Disadvantaged　Fam・

ilies　and　Children，1989）”は、情報収集を行い、子

どものサービスを改善するための実行的な方法をサ

ポートする責任を負っている。オーストラリアの家

族研究所（Austra］ian　lnstitute　of　Family　Studies、

AIFS）は1980年に設立された独立した公的機関であ

る。ArFSは家族及び子どものサービスに関する専門

家で構成されており、政策分析や公的な討論に大い

に貢献している。

　児童保護法令

　（1）法律

　主な連邦政府児童福祉法は1980年代にすべての州

と準州によって可決、あるいは改正された。以下は

政策策定過程で行われた調査及び検討会議である。

　・ノーガード調査　1974～1976年

　・児童虐待に関するワークショップ1976年

　・社会福祉白書　1978年

　・児童ケアサービスの検討委員会　1983年

　・児童福祉に関する法及び実践検討委員会　1987年

　・ヴィクトリア州における児童ケアサーピス調査

　　（フォガーティー報告）　1989年

　・ホームレスの子どもに関する全国調査報告

　　（バーディキン報告）　1989年

　（2）行政

　社会・地域サービスには、治安や保健サービスと

同様に、法の履行という重要な役割がある。非政府

機関や自助グループも増えてきている。それらすべ

てが身体、情緒及び性的虐待、そして放任という枠

組みでケースを分類している。しかし、州によって、

定義や実践が異なる場合もある。

　サービスの実施機関は地域レベルで整備されてお

り、必要な場合には専門家と連絡がとれるようにな
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っている。いくつかの州では、都市部で24時間体制

で問題や危機に対応するチームをつくっている。親

に対する教育、在宅援助、家族の再統合、そして司

法制度の使用を最小に止める等の努力もされている。

表3．はオーストラリア全州と準州の法律とサービス

の概要である。

　まとめ

　オーストラリアの家族は複雑で、文化も多様であ

る。しかし、安定性を示す徴候も見えている。政府

と地域は、子どもの保護と福祉の向上に努力してい

る。これらの努力は、児童の養育に最も適切な場所

としての家族に焦点を当てて行われている。州政府

は、家族がこの役割を果たせるように援助する責任

がある。既存の児童福祉に関する連邦の法律は、州

によってさまざまに適応され、さらに、すべての州

が児童保護とサービスの向上に関する政策を立てて

いる。子ども、親、さらに政府との間のそれぞれの

権利と責任のバランスは保たれている。しかし、引

き続きオーストラリアの子どもの福祉を保障できる

よう、改善が続けられることを信じている。

　　　　　　　　　　　（原文英文・翻訳：田代香織）

付記：さらに詳しい情報はオーストラ”ア寧族研究所で人手できる。

　　　AUStralian　lnstitute　of　Family　Stndies

　　　300Queen　Street，　MelbOume，300Q，　AUSttalia

※参考文厭

・ Anon，，（1990）．“Statutory　C㎞ld　Protection　SYSte；ns”，　Children　Aus・

tralia、15｛3）．25－30，

’ AUStra｜ian　Bumau　ef　Statis【ic臥｛］991｝，£stimatd　Resident　Popula・

tlon　Ceuntry　of　Birth　by　Age　arrd　SetC，　AUSt’alia（≒【alogue　No3221，0．

Canbetra．

・ But：er．　Brian，（lgge），”Aboriginel　Children　1990　aM　the　lnter・

national　Conveotion　on曲肥Rlgbts　of　de　Chiid”，　Chi｜dr㎝Austratia，

15（2），15，IS．

・ CarnDerra　Tirnes．　ll933）．93／11／26．　P2

・ Edga’、　Dorト‘1990）．“Children，　Youth，　E｜ders　Re－linki㎎血（kenera・

tions”，　Children　Australia，15｛2，，20－23．

・ 【2Suenr．　Eddie．　aggo），’tChildm’s　Rights　and出£State　in　L㏄o

Parentis“，　Children　AUStralia，　IS｛2｝，24－28．

・ MitChell，　B直an，｛199D），”New　MreCtions　for　Family　Support　and

Service　in　Child　Welfare”、　Children　Australia．15（3），15－16、

・ Tiemey山日n　a㎡Meryl　McDowen，（1旬0｝，“Child　Welfare：Reception

Centers，　Regionalization．　and　Deinstitutiomalization’　ChUdren　Aus・

tralia，15ω．3－9．



〈ブルンジ〉

いまも共同体のなかで育つ

子どもたち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よし　　だ　　よう　　こ
　　　　　　　　　　　　幽飾期蝉助搬吉田洋子

世界の親子・家族をめぐる動向

　1．はじめに

　1992年8）］に約2週閥、アフリカのプルンン」“11

国を訪れた．短い言帯在ではあ⊃たが、その間に私が見

聞したことを中心に、井物や資料を参考にしながら、

プルンン共和国の家族の1肋向についてまとめてみた。

　　　　　　　　　　　　　　　　ばりtト　アフリカは．文化n勺には、地中海沿岸の白アフリカ

　　　　　　　　　　　　　　　ノny’i　tt
（アラブ諸国）とサハラ砂漠以南の黒アフリカとに

大別することがで’きる，，しかし、この黒アフリカも、

約80〔｝を越える部族が、各々異なる言ii出」文化を持f，、

また19川紀後1’二に；，t、アフリカ大陸の大部分がヨー

ロワパ各llilの植1亡地支配を経験するといった経緯、

さらに、キリスト教やイスラム教力㌔伝統的宗教（フ’

、一 ミズム｝な竺に影判を与え、．・つの国でも非常に

多様な文化を胞えているとい．．，た特徴を持っている、，

従’．r黒γ．ノリカを　・拓1．て硫ることはむずかしく、

二∵rゴ取り1．げる末族ぴ）！肋向は、プルンン共不川．1…1や

その周辺のア．ノリカtl：央剖～の地域に見らttる姿と考

えていたださたい．、加初にフ’．tLンジ1｜挿【1国の概略を

紹介Lたい，，

　2．ブルンジ共和国

　’フ’ルンジ共和11i1は、アフリカの111心湘．二位；rl［、

向積は約28，000kn？、兵庫県の約3倍の小さな川て’．F）

る．．人日が550万人、人ll密度は1kl斤当たリ2〔｝0人で．

tLワンダに次いでアフリカで2番11に高い．，因みに

ll本の人11密度は325人である，、堤業川で、　iモに二．1

ピー、紅茶、綿、いんげんw’．、ヵサパなどを牛産t．

ている，、iモ要部族はツチ族とフツ族で、ソツ族はパ

ンツー系の麗〕JlL民で人｜1の84％を‘liめている、，1962

tl”にベルギーから独立し、1966年｝．こは君i三制が廃ll：

され、共和国となったり昨∫ド（1993年）10」］、ツチ

族と’フツ族の政櫓㌢rl・いからクーデター一力《起こり、糸勺

60万人が難民として隣国に流川している，、首’都プジ

．・・．ンプラはこの国で．・番1暖かい地域で、’ド均気温23

度である「1東部の2地域を除くと海抜1．500m以トの

所はなく、川全体が高原の状態とViえてよいだろう．，

山の急斜而にも、1．1本の段々畑を思わせるような畑

が．・．’面につくられていた，t豊富な雨川やタンガニー

カ湖の水などl／然環境に恵まれ、飢える心配がない、、

ヨーロ・ソバの人たちの避；オ地、観光国としても知ら

れている．，宗教は、全体の8割をキリスト教徒が11i

るtt



　3．家族の関係

　アフリカ大陸は、前述したように多様な社会であ

るが、そのなかで共通した特徴をあげるとすれば、

ヒ地所有と家族の関係であろう，，

　ケニア等一部の国を除いて、伝統的に上地には所

イ∫権がなく、権利があるとすれば使用権だけである。

［z地は開墾した者が使川することができる。ただし、

　　　　　　　　　　［］j
伝統的な農法が焼き畑農業であったため、同じ1二地

を使い続けるのではなく、5－・－6年をサイクルに、

収桃が悪くなると別の上地に移るといったノ∫法が・

般的であった。

　そして、もう一つの共通点は、家族の関係である。

アフリカ社会は、父系制が’般的であると考えてよ

いだろう．父方の兄弟、［1本では叔父さんに当たる

者も、アフリカではすべて「お父さん」と呼ばれ、

父方の兄弟のr・どもたちは皆兄弟として扱われるn

父方の姉妹もすべて「お母さん」と呼ばれ、そのf・

　　　　　い　と　；
どもたちは従兄弟として扱われる、，ただし、母方の

兄弟、姉妹は、［本同様、叔父さん、叔母さんであ

り、その子どもたちは従兄弟Ml：である1，つまリア

ブ1）カの社会では、「お父さん，1、「おllナさん」とぼわ

れる人が6人も7人もいて、これらが皆、f’どもの

教育、世話にあたるわけである，，この一・族の長は、

父から息r・へ、とi白：系の男r・が継承するのではなく、

’族の長の兄弟など、年長の者が順に継承していく

のである、，一方、結婚して…族から離れた姉妹及び

そのf’どもたち、母方の兄弟、姉妹及びそのr・ども

たちは親戚として扱われるd，

　4．「一族」の生活が生きているアフリカ社会

　従ってアフリカの人に、「あなたの家族は何人です

か」と尋ねると、「むずかしい質問だ」といった答え

が返一、てくる、，一’般的に、アフリカに共通する家族

のとらえ万は、ll本語の“一・族t「に相当し、現実の

生活でも・’族が生活の「「R要な塘盤となっている。こ

の一’族（家族）は、共通の祖先を持つ子孫の集団と
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定義され、この集団が大きくなりすぎたとき、枝分

かれして新しい一族をつくる場介がある。従って一’

　　　　　　　　　　2　
族は、一人の男性の長老を中心に、その「兄弟」（従

兄弟を含む）と息子、孫息r－、友や未婚のr・どもた

ちの3～4世代からなる集団で、小は夫婦とr・ども

の10人弱のものから、大は200～300人からなる大集

団のものまである、この枝分かれしてできた一族や

他の一族が互いに寄り集まって村をつくり、共通の

言語を話す村の人々が集まって部族が形成される1，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
部族にlk・iurなのは祖先で｛よなく、t．1語である、，

　5．結　婚

　伝統的に結婚は、双方の一族の承認を得て初めて

正式なものとなる。男性は一族の展に妻としたい女

性の名をWげ、皆の承認を得る。その後、女性側の

一 一族の長に結婚の巾し込みをし、女性側でも一族の

話し合いが持たれる．そして皆の賛成が得られれば

結婚が成立する。反対される場合としては、一族の

誰かにICItの繋がりを指摘されたときや、・・族問の仲

が悪く、結婚後トラブルが予想されるようなケース

が考えられる、，従って、同ヒー族のなかでの結婚は

ありえない。ブルンジでは、キリスト教徒が8割を

占めるが、教会で式を挙げる者も、まずは伝統的な

式を行い、さらに教会での式を挙げる。教会での結

婚式のみという場介は非常にまれで、一・族の人たち

の承認が得られない結婚といった意味にとられるこ

とが多い。核家族化の進んでいる都市と．一族の．者が

近くに暮らす川舎、また結婚する：人の教育の稚度

などが、結婚の形や結婚後の夫婦の関係に影響を及

ぼす要因となっている、、

　6．一夫多妻から一夫一婦制ヘ

　アフリカは、伝統的には一・夫多妻の文化を持って

いる。この一夫多妻の風習については、次のような
　　　　　　　　［：l）
理lllがあげられている。一・般的に乳幼児期の男児の

死亡率が女児より高いこと、さらに部族聞抗争など



Ii！　1兀　」’．）　1上LL　il，　
t
．
　

［：」　］η

いよる成人男i’の死亡により男iL’）．ヒか崩2し、　n㌔は地

tILi’．よ．，てはホ吉婚できない友ヤFカ《でてきたttしカ・も、

塘『大産業の段階にあるフ’プリカ’（’tLt、多くの人．r・

4’必要としていた△また、宗教も、伝統的宗教であ

る．”二三ズムやイスラム教は・人多友を認めている，．

Ψ．イ1でもf卜齢の高い層や、イスラム教徒か多い11i］、

川舎ご広人な．ヒ地を持つ閃境に∴りぼれた地械にこう

1／1凧習が残．）ている、－／．tLンジはキリスト教徒が

睾’く、　・k・婦制が．tり　・般的な形態であ．．．♪た．．ア

’り力全体の傾Ul‘1とヒ．て、陶数の友たちの．・族のな

η・・こ’；t）了トい．　tT．じも｛’対4．る父親のlt二在の希薄さ、

冒碕的な問題、ll．　j’yレif〔学亭のト㌧1・、西欧のフ」ミ

　IIム想想（．り班閥iなどもあり、　X［Srliの☆．年層から、

1ぼ1」、t　・’J・’　，での大移友から・k・婦制へと変化を

t“，ti．・r、．ζいるとパえるようである．，

　T．子ともの艇生と死

　∫．どもの、題生は．・族の人たちにとり．最も喜ばし

い川来’1～であるe　r・どもが艇生し、kきくなり、や

がて年．老いて死を迎えるが、アフリカで．は．生命は

死で終わるのではなく、次に圭た、rl分の親戚や友

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：tl
遼の家族として誕ルしてくると．杉えられている、，そ

のため．赤ん坊に死んだト11．父や親戚の人たちの名前

力‘f・｜．け’㌧れる．，　1’・．ピもa）1超’トは、　ψヒ者たちa）’魂力・ら

選は’れた家族て∵F）る：とを意味〔、SCvくのt’・i：’もに

恵まれる．二t：は，1‘；りこ．1〃，り、｛・h・の佼、’ftの的て“もある

日本の情林“例者を囲む一族の人々

従．）て、結婚してr・どもに恵まれないという二とは、

kta｝eこと　，て〆）らい二と．（’ある．．．しかし、『ブ’ノリカ

は、日本のように制度rl勺な“家”1こ基づ』〈ト1：会では

ないため、r・ヒ’もがいなくても養∫・を迎えるといっ

た風習はない，tまた、アフリカでは天寿を全うして

の老人の死は、決して悲しむべきことではなく、IJ［

然なこととして受け止められている．幕‘．ポ京甲位で

（．tなく、　・族の人たちが眠る蟻地に、　一人寸つ埋葬

される、．友の人たちは遣ぼでもしないかぎり、自分

び）親や兄弟の眠る征地にiil葬される、，

　8．子ともや大人の日常生活

　∫・どもぴジヒt舌グ）なかで、　まず∫1士初に”；「：校教育につ

いて触れたい．，｜991［年ユネスコIJII際会議で報告され

　　　い
た資］斗に．よると、小’？r：校（6frlbll）は約7割のM’が

就学しており、K就学者のなかには中途退学者を含

んでいる．政府【ま西暦20（川fl元までには、小学校を義

務教育化したい杉えである、、小学校卒業者のうち1］1

学校に進学できる者は約1割強で、Ill等教育以1’．は

宮しく狭い門とな．．’ている．．旅31’ili、‘枳こ乗り合わ

せた男の∫・は小学校6年牛で』15歳だとばう．、留．年し

て、3年問にわた・・てrll学校を受験しているのであ

ろう．．小学校では．フ・ラン又硫やブルンジli∫｝などの

言柴や数やその他基礎剣｜1瀧を一’γ：習し、労働をはじめ

一疋生活に必要な知漱は、親や．・族の人々との生沽の

なかで学んで’いく．．

レンガを遭1ぶ子どもたち
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　アフリカは性別役割分業の社会で、男女各々が主

に担う仕事が分れている。例えば男性は、牧畜、漁

業、建築等、一方女性は、農業、家事・育児、市で

の農産物の売買等である。男の子は、父や兄、女の

r一は母や姉等同性の年長者と仕事を共にすることに

よって、知識や技術を習得していく。さらに、アフ

リカの家族のなかで忘れてならない存在が祖父母で

ある、，r・どもたちは、祖父母から．昔話をしてもらい、

披らが縄験してきたことを聞き、生活の知恵を受け

継いでいく、，祖父母はf・　Uもにとって厳格なしつけ

f’て’1」なく，｛‘11て．tもa，ち．｛！・るA（三叱ζノ）ような親製6な1蘭］｛系

にある、別の折、，1（t：硬’1てきた男児に、祖母は次

のように声をかけていた．㌦友遼のところ‘こ泊まるの

かい．そしたら今・夜は私は一人で寝ないといけない

ね」と。小学枚就学年齢以降の男児と阯鋭が’賭の

部屋で眠ることはしないが、祖母と孫はこのように

一緒に過ごし、話を聞き．知識も得ていくのである．

日が暮れると子どもたちは焚き火を棚みながら、村

の長老やグリオ（吟遊詩人）と呼ばれる人から物語

や伝説、村や一族の歴史等を聞く。アフリカでは「年

寄りが一人亡くなることは、大きな図沓館が一つな

　　　　　　　　　　t2）
くなったことと同じである」といって、その死を悲

しみ、惜しむのである。

　こうしたアフリカ社会に見られる一族を中心とし

た生活様式は、画親の離婚、「ijli1pmt’ti　f一」、障害児な

ど、大人の状況や子どもの状況がどのように変化し

ても、子どもたちの生活を変えることなく、子ども

たちは、一族や共同体のなかで安心して暮らしてい

くことができる。

　9．ブルンジ共和国に見られる絃家族化の傾向

　アフリカは一般的には、一族を主体にした集団で

生活が営まれている。ブルンジ共和国は気候条件が

良く、食料も豊富で住みやすいため、周辺国からの

人ロ流入が著しい。しかも山地で国土が狭いため、

耕地が少なく、一族が皆同じ地域に住めない状況が
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でてきている。一族が大きくなると．r・どもたちは

耕地を求めて、他の地域に移っていく，，都市だけで

なく川舎にも核家族化の傾向がでてきている。山に

は祖母と中学校に進学しない孫娘が・緒に幕らして

いた。親たちはlltを降り、娘を十IUUのもとにやって

いるのである。都市には、田舎から働き1｜を求めて

多くの若者が住み、さまざまな家族を形成している．

両親共働きで叔母さんが家事や育児を担っている家

庭、兄弟や甥、姪を同居させ学校や仕1ドにつかせて

いる家庭、妻の死亡による父子家庭、核家族やそこ

に一族の人たちが加わる家族等、多様な形態が見ら

れた。

　以1．：、ブルンジ共和園における人々の生活や家族

の動向を見てきた。1，1本にも、かつてはアフリカ杜

会に見られたような前｜撤を．」撚とした共同体が存在

Lたが、それは、近代化やr業化のなかで次第に崩

壊し、核寮族化傾向を辿．Jてきた。しかし、第一・次

’

産業がi三体のこの国にtsいても、同ヒような現象が

進行してきているという。耕地が狭いことから伝統

的な一族の生活を維｛寺することが困難になり、核家

族化傾向がでてきていることは興味深いことである、

家族の形態の変化は、国土の広さや人ll問題とも大

きくかかわっていることがわかる。また、ブルンジ

共和国は植民地支配、独立、体制の変化を通じ、政

治や行政システムには宗主国ベルギーなどヨーロッ

パ社会の影響もうかがわれる、しかし、人々のライ

フスタイルや意識には、今なお一・族や共同体を中心

とした伝統的なフィロソフィーが脈々と受け継がれ、

生きている社会であると思う。
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特 集
〈カナダ・オンタリオ州〉

新しいサービス提供モテルを模索 世界の親子・家族をめぐる動向

　　　　　　　　き　　むら　　ま　　　ri　　こ

蝋培轍授木村真理子

　力’tt’a）人目は2．60n万人である、，その広大な国

じは川州とlaつの∫W」1に分かれ、杜会サーピスはそ

れぞ’1の州が独1ト1の政策を．i？1てて提供している“こ

のノ’め、ウナグ｛t休のr・どもと家族の政策について

1論じる’．1け困鮒『（ttあるd、本稿ではオンタリオ州の

∫』・1：’い．家放のt・1．会サー一ビスの動向について報告す

る．

　1．子どもと家族を取り巻く環境と精神保健

　（1）増覗寡族の増加と貧困

　力’）’グ統川局は単親’末族が増加傾向にあると報告

している　19H6年の統計では、オンタリオ州の単親

家族（よ29ぱ755で、り・1・1内の全家族の18％にあたる。1971

年には｜2％だ・た、．このうち、離婚による単親家族

数は：川％、1961年には4％だった、，また未婚のIU一と

r・どもで柵成される家族の全家族に対する割合は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　（u25年1川に4％から13％に増加している、，

　198⑪年代初頭の北米調査によれば、離婚がもとで

子どもが10歳までに複数の家族を経験するケースは

増加している，，しかし、r・どもの精神保健に影響を

ij・え　1）のは、離婚後の保護者と去った親との関係、

精拍ll的支援の欠如や生括水準の低ドなどであると報

　　　　　　（Zl
告されている。

　1990年に低所得状態で三じ活する38〔〃∫人のカナダ人

ク）うち、3分の1は18歳以ドのr・どもで、r一ども全

体の17％にあたる。低所得家庭の1’・どもはさまざま

な点で杜会活動の制限を受けるtt例えぱ、レクリエ

・一 ション活動参加への｛｛lll限、同年代の仲間YJiらの排

除．劣悪な健康状態、栄養イミ足や不良な住宅などで

ある。また限られた収入で家族のニーズを満たそう

として生じる欲求不満や無ノ」感や将来に対する不安

感などが伴う、、

　単親特に母r家庭の収人1よ低い…襯は育児の

ために、雇用の可能性が1SN；Eされる1、女性の場合の

賃金は男性のそれに比べて低いため、特に母r家庭

の場合は、低所得状態でf’どもを育てることになり

やすい，、政府の振替所得も、浪f氏生活水準よりも低

い場合が多い。単親は家族の要求を満たすため、フ

ー ドパンクやその他の社会fl勺援助に依存することに

なるbまた低所得で、年金への投資や貯蓄の財源が

ないため、　r一どもの成艮した後も生活の困難がつき

まとう。

　子どもの成長と精神保健の関係は次のように報告

されている。貧困状態の家庭で育ったr・どもは物竹

的・文化的不利益を経験し、f’どもの将米に否定的

影響を及ぽす。これらのr一どもは他のf’どもに比べ、

乳幼児期の体」盲が少なく、身体的・精トII的1：lluaを経

験し、学：］響困難があり、差別を経験するt。これらの

問題は生涯つきまとい、　r一どもたちは貧困状態を脱

　　　　　　　　　　［3）
することが困難となる．．
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　2，多様文化への対応を迫られる子どもと家族サービス

　（1）拡大するエスニックコミュニティー

　1990年代に入り、オンタ｜1オ州は以前にも増して

民族的・文化的多様性の広がりをみせている。1990

年度にカナダ政府が打ち出した移民5ヵ年計画は、

1990年から毎年、移民を25万人受け入れるとしてい

る。この政策の背景には、人口の高齢化とともに出

生率の低．ドも影響を与えているといわれる。1990年、

カナダの15歳以一ドの子どもの数は560万人で、総人U

の21％にあたる。］971年の子どもの総人rlに対する

割合は30％であった，，この割合が200｜年には19％に

　　　　　　　　　ll）
なるとの推計である。

　この計画により、向こう5年間に潴国から30万人

の子どもが到着するとみられている。カナダへの移

民の半数以1：がオンタリオ州をII指し、特に大都市

での定住を希望する。オンタリォ州がカナダ経済の

中心だからである。移民の文化的・民族的構成も1960

年代と1990年代では大きく変化している、，1962年、

移民の77％はヨーロッパ系だった。1990Sl：．から95・年

の移民は47％がアジア系で、ヨーロッパ系は27％、

移民の約半数は英語もフランス澗も話さないとみら

　　　　　むハ
れている。

　移民の文化的背景は、カナダ礼会の民族文化構成

や家族サービスのあり方にも影響をtj・える。子ども

や家族のカナダ社会への適応に伴う精神保健1‖1題や

家族問題で、援助を求める移民の家族も多い、，親と

子どもの’文化変容に要する時側の薙、i了語の習得や

枇会との接触の機会の度合いに関連して生じる母親

の孤独や家族問題などが深刻化する。対社会的には、

文化や社会習慣の違いがグループの間の摩擦を生む。

　これらの問題は、これまでアングロサクソン文化

に対する治療モデルを用いてサービスを提供してき

たメインストリ・一ム〔ヒ流）の家族サービス機関に
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対して、サービス提供モデルの変換を求めている。

またこれまで移民や難民の定住に関してi，な支援サ

ー ビスを提供してきた民族文化コミュニテ．f－一のサ

ー一 ビス機閥とメインストリームサーピス機間の迎携

が、家族サービスの面でも求められてきている．，

　（2）地域的問題一南と北

　オンタリオ州の人｜1の大部分は南オンタリオ（ア

メリカ合衆国との岡境沿い11．：匂～中している．、大1・

ロントの人tlは2000年には48（リノ人に遭｝†るとr捌き

　　　
れる。1986年の統計によtLtJ、卜1’tンhbn’｛1’の’ポ

族のうち16．5％が低所得家族に属する，，州内の他の

地区では14．3％。単親の数はトロント市では22、9％

だが、他の地区では17．8％である。トロント市では

家族の30％が公費助成の住宅に住み、45％以上が・

般社会扶助を受給している，、

　カナダの大都市では1氏所・得家族向けの住宅イこII！、が

側題となっており、トロント市もこの例に迎わない

r・どもをかかえる家族にとって、この問題は芦らい

深刻である。

　大都市は田舎・や小コミュニティーに」ヒベ．　f・ども

や家族に対するサービスの柳類がtい、，Lかし、こ

れらのサービスはしばしばコー・’r’ft・1・を欠き、

無駄が多い，，またサービスに関『↓1る情報がサービス

を必要とする人々に行き届いていないことが、エス

ニ・！クコミュ；ティーを対’象と寸る側在に現れてい

　w］
る。

　大都市では、問題家族のケー一　1．　tJ‘t（期化する場合

が多い。これは問題が深刻化『↓るまで放iRされ、い

ったんケースとして取りトげられたら、問題終結に

は長い時間を腰するからである．，統針1二では、トロ

ント地区の1呂待に対する1淋えは1也の地区よOも少な

いと報告されているLhしかし都巾の牲質を考えると、

虐待に至るリスクファクターは多いのである。



　北オンタリオの問題は南とは異なる。北部では遠

隔地に小さなコミュニテE一が散在し、交通の便も

悪く、サービスの数は少ない。この地域には公認イ

ンディアンの50％とフランス系の人々の30％が在住

している。

　北部コミュニティーは経済的に不安定で貧困状態

にある。この状態が社会的問題を助長し、個々のコ

ミュニテ1一は社会サービスニーズを訴える力を喪

失している。北部オンタリオの自殺率、乳児死亡率、

文盲率、児童保護率はオンタリオ州全体の統計の2

倍から4倍にもなる。近年の産業合理化に伴い、2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19j
万の仕事が削減され、高い失業率を生んだ。北部の

冬は長く、レクリエーシ∋ン施設が乏しく、薬物依

存率が上昇し、家族にも高いストレスを与えている。

北オンタリオでは、家族から子どもを引き離して保

護する率が、現在でもオンタ1）オ州の他の場所に比

　　　　　　　oq
べ、2倍と高い。その背景には、性的虐待などの調

査が地理的条件のために困難で、カウンセリングサ

ー ピスへのアクセスが悪く、子どもの様子をモニタ

ーする機関が近隣に存在しないなどの理由がある。

　3．オンタリオ州の子どもと家族に対する政策とサービス

　（｜）子どもの権利とウェルビーング

　1984年の児童及び家族サービス法は、オンタリオ

州の子どもと家族に対する政策やサービスの方向に

ついて新しい領域を規定し、より柔軟にサービスを

提供し、サーピスマ＃・　一＋ジメントを行う目的で改正

された。この法に基づくサービス規定領域は児童福

祉システムにおける子どもの成長、子どもの治療、

子どもと家族への介入、子どもの福祉、コミュニテ

ィーサポート、青少年犯罪者プログラムから成り、

子どもと家族の問題の予防と保護を日的とする。こ

の法とともに打ち出された子どものケアの方向性は、

1吐界の児奈とlliM

できる限り家族と、あるいは家族の近くのコミュニ

ティーで生活する子どもと家族を支えることである。

オンタリオ州で1989年に施設及び居住施設でケアさ

れた子どもの数は1万人を割り、1970年代初頭の

18，000人に比べ、この25年間で大幅に減少した。し

かし一方では、家族や子どもの精神保健面から家族

を援助する重要性が指摘されている。ここでの問題

は、家族の外での子どものケアの減少とともに、子

ども本人や問題に対処する家族の精神保健や支援に

対するニーズが高くなっていること、処遇困難な子

どもの行き場がないこと、結果として家族のストレ

スが高くなっていること、などである。

　199⑪年代、子どもと家族を取り巻く環境はさらに

多様性を増し、これまで取り残されてきた領域に対

してもサービスの目が向けられ始めた。1980年代後

半から90年代初頭にかけて，オンタリオ州で発表さ

れた子どもと家族の社会サービスに関するいくつか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ntl
の政策レポートはこれらの点を指摘している。

　「より良い始めとより良い将来」レポートにおい

ては、このプロジェクト創設の究極目標を、

①すぺての子どもの成長に望ましい環境を提供する

　こと、

②子どものサポートのために、a）親としての役割

ENSEMBLE．0

カナダの多横文化主義の促進と人檀差別の阻止を訴えるポスター
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　を果たす能力と自信を強化するための機会を提供

　し、また、b）ストレス要因となる家族環境を取

　り除くことにより家族を強化すること、

③新しいプログラムと子どもと家族にかかわる現存

　のコミュニティーサービスや資源との間のあらゆる

　協調のための努力をさらに促進させること、また、

④子どもにかかわる一次的予防の効果を評価すると

　ころの長期的カナダ研究に対する基盤を提供する

　こと、

にあると述べている。

　「子どもが第一」レポートでは、子どものウェルピ

ー ングを子どもの基本的権利として位置づけている。

子どもの健康な成長を促進するためには、①メイン

ストリームサービスを通じて統合的に対応し、②家

族を支え、③予防と早期介入を行い、④多様性を尊

重し、⑤ウェルビージグを促進するための基盤の開

発を求める。また、子どものための経済的基盤創設

のためには、①貧困問題に取り組み、②子どもを援

助し、③機会を拡大し、さらに子どもの権利のため

の新しい方向の明示を求める。

　また、子どものシステムのための統合的枠組みの

創設を要請する。そしてこれらの課題達成のために、

①州の子ども担当局と、②地元の子ども担当部門が

連携して目標を達成するために、③諮問監視委員会

の任命を要請する。

　このような政策提言を受け、子どもと家族に関す

るサービスを司る地域社会サービス省は六つの広域

　　　　　　　　　　　　　　ω
相互関連政策の方向性を示した。この政策方向とは、

①相Eに関連する統合的なサーピスシステムの創設、

②サービスへのアクセシビリティーの確立、

③計画段階における地元コミュニティーの参加、

④特定された優先課題グループへ向けた資源の集中

　化、
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⑤資源の平等な分配、

⑥クライエントの利益と結果に対する責務、

である。同省はこれら六つの政策方向に向け、短期、

中期、長期の計画目標を設定し、目標達成の戦略も

示している。

　オンタリオ州の子どもと家族をめぐるサービスを

担当する省やサービス機関は新しい政策課題に対応

するため、サーピスモデルの転換を迫られている。

より統合的、より多様文化的なモデルを目指すオン

タリオ州の子どもと家族をめぐるサービス創設の動

きは着実に進められている。
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特 ・集
〈中　国〉

変化を強いられる伝統的な

家族制度
　　　　　　　　　　、、⊇綴‘㌻灘許換峯

世界の親子・家族をめぐる動向

　はじめに

　現在の，ll国では、　FAMILYは家、家庭、家属、親

属、氏族、家族、宗族等と訳されている．，「．家族とは、

少数の近親者をi…要な桃成Uとし、成貝相互の深い

感情的なかかわリ合いで結ばれた、第・次的なウ了

ルピー一ング追求‖5団である．．」という（森岡情文）定

．

筏がイ】’名であるカt、　本文てレは家族と家庭をli：－jurの概

念として述べることにする、，

　11億以ヒの人11をイiする中lRlには2億ほどの家庭

があるか、56の民族、1｝60J∫knfの1til　l：llli積の巨大な川

であるばかりでなく、艮い歴史と伝統ll《Jな儒教文

化、習慣の影響や生産、’k活水準や社会改1Ψ’：等か原

因で、家族問題の複雑性と家族政策の困難性を‘，1．　L

ている．．

　1．中国の伝統的な家族制度

　41ilKI　ILの家族観念はとても深く、何r・年来大家族

という習慣が続いてきたのである、，同族1司姓の人々

が同じ村に住んで家族の先トll．の祠堂をつくって幕を

守り、．kた宗族を継承してきた人々の人名の記録で

ある家謂という宗族の家系図をつくり、それを祠堂

や家廟に安置している、，囚みに、家譜は紙にtll：かれ

て、掛け軸になっているもの、石碑に刻み込まれて

いるものがある“1司じ｜ll：代の人は同耀であ～〕、名前

の2文字のうちに！1；．jMの1字をもりていれば、家ぷ

に記された名前から宗族内のヒド関係（縦分）がわ

かるのである．．

　中Ililの家庭は生活の「［t位だけでなく、生産、消費、

教育、娯楽等にも役、Zっている．、家族で行’）行’1；は

糸ll白肖事、祭日である．t粒というのは結婚や誕生U

であり、白というのは孫式である、、

　中匡1（ノ）結婚の肝フ態はいろいろあるが、」見在、8｛［％

以ヒは恋愛結婚である．、結婚するためには、部屋、

機器（録剖幾、テレビ、洗ポ機、冷蔵庫）、何本かの

足（ベッドの脚4本、テー一プルの脚4本、椅f・4脚

分の16本、硲笥4本）か必要であリ、さらに披露宴、

おヒ産、新婚旅行等で2ノ力亡（日本｜IIで・10⑪川SIに相

’i

l／　もかかるt，これが結婚難という，1一葉がよく聞か

れる背景の．・つでもある．結婚の動機とし．ては、50

％の人は愛情、30％は経済、2〔，％は父母、経済、政

治、愛情〃）混合とのことである，、圃際結婚も増えて

きている。現在、お金持ちが大金を使って、染華な

結婚式を挙げるのもよく見られる、、

　最近は離婚）事が急速に高くなってきた。若者と、

経済か発展している地区での離婚率が高い、t

　人が亡くなると、“［Sitiと町の場合は火葬、農村と

ll1地の場合は一部分は｜．沸であるd，普通の人が死亡

すると家族や親友で葬式の迫炉；i会を行い・あまり複

笥fiではない、，お年寄リ、例えば8｛［歳以上の人が亡く

なったとき、葬式は｝㍗擬として親友や知人に祝われ、

若い人たちは葬式に参加した後、1・Ui一となるシンポ

ルの1、λ腐料理を食べさせC，れたりする，、
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　2．家庭の日常生活及び社会からの支援

　上海でのアンケート調査によると、上海の普通の

人の1日の時問割合は大きいほうから仕事と通勤、

睡眠、家事労働、勉強娯楽の順となっている。

　通勤のために一人1日平均1．51時間もかけている。

それは、1二海市内の道路が古く、人と物の流れが多

くて混雑しているうえに、交通手段がパス、トVリ

ー
バス、白転il・i．を．i三としていることが原因である。

そのため、乗車難、運転難である。

　代表的家族は一世帯6人で、両親、夫婦、姑、子

どもによって構成される，，夫婦共働きをしているの

で、男女とも買物、洗湘、炊事の家事仕事を分担し

なければならず、その負担は大変である．，（図1．参

照）

　一人の家事労働時間は11・」平均3．64時聞で、16。37

％の人は毎日家事労働に5時側あるいは8～9時間

もかけている。家事労働の負担が大きいのは、社会

化のレベルが低く、男女ともに就職をするのが原因

である。それに、半分以上の家庭iは住宅が狭く、ガ

ス、水洗設備もないので、家幕労働の効率も低い。

37．64％の家庭にはガスがなく、47，73％の家庭は

図1．家事労働の内審

買物・洗緬！・

料理

衛’k締除

r一どもの面倒

続製焔物

老人の1rli倒

患折の面倒

ol’M）
20 4e 60
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水洗設備がない。さらに、27％の家庭には冷蔵庫も

ない。

　中国の社会福祉事業はまだ初期段階の水準であり、

主な内容は杜会救済、社会サービス、社会保険、慈

善事業である。都市の就職者は「中華人民共和国労

働保険条例」規定等に従って、疾病、労災、障害、

死亡、老後、生育の各而で国か企業から援助される

が、全国民の90％以．ヒを占める農民や個人経惜者は、

このような杜会福祉の対象となるような疾病、労災、

障害などには、主として自らが家庭内で対処してい

かなければならない。従って、このような人たちに

とっての社会支援は弱いので、家事労働の負担は重

いはずである。

　その他、余暇坐活が家庭を中心として展開され．

その内容は表1．のとおりである。一方、人の幕ら

しが家庭を中心として展開することによって、家庭

内にトラブルがよく発生し、その原閥は図2．に示

したとおりである。

　3．人口抑制政策一一人っ子政策

　現在中国では、夫婦が子ども一人しか産まないと

いう人【1抑制政策が実行されている。

　その理山は吋・国の人Uの推移を研究するとよくお

hかりになると思う。最近30年来中国の人ロは倍増

した。1963年から1965年の自然増加率は30％にも達

した。世界総人口の4分の1近くを占める11億人以

上の中国は、人口抑制政策を実行しなければなちな

い。

　中国の人U政策は次の4段階に分けられる。

●第1ε窒階　（1．949年～1960まド）

　産児制限の提案がされたが、実際は出産が奨励さ

れた。それは毛沢東が人口・経済観を誤ったことで

ある。毛沢東は「中国の人口が多いのは、極めて結

構なことである」とかT’人間さえいれば、この世の



どんな奇跡でもつくり出すことができる」と提昭し

たe

　このような社会的背景から、1957年に「新人口論」

を発表し、人口抑制を強く主張していた高名な人ロ

経済学者・馬寅初氏は中国のマルサスとして批判さ

れ、1960年北京大学学長を解任された。

　●第2‘莫階　（1960年～1970年）

　「計画生産桝公室」が殴立されたにもかかわらず、

2度のペピープームがあり、人口の自然増加率は

20～30％にも達したのである。大躍進は大きな失敗

として終わる。

　●第3段階（1970年～1978年）

　「晩、稀、少」という政策を提出した。晩という

のは、結婚年齢を男は満22歳、女は満20歳以降とし

表1．余暇の過ごし方

1　　　余　暇　生　活
剛合　（％）

テレビを見る 74．35

新聞、統書 63．23

麻雀．トランプ 6．09

映画、劇場へ 5．93

知人と社交 5．48

音楽を聰く 4．71

縫製、掴物 4．59

親友の肪問 3．13

スポーツ 2．72

観光旅行 L79

撮　　影 1．34

花鳥魚虫 1．10

商店街へ 0．81

琴棋書圃 0．77

その他 0．81

iikptの児硬と雄幌

て、できるだけ結婚と川産の年齢を遅らせる晩婚、

晩育の意味である。

　稀というのは、出産の閥隔をおき、少は、子ども

の数は少なく、ということである。

　●第4段階（1978年～現在まで）

　1978年の憲法の第53条には「国家は計画出産を提

唱し、遂行する」とある。婚姻法には「晩婚、晩育

を推進すること」と書かれている。1980年産兇制限

計画会議では、「夫婦一組について子ども一一一人がもっ

とも望ましく、多くても二人、そして出産の間隔を

3年以上おくことが望ましい。さらに、出産年齢に

ある夫婦が1子をもうけるだけで、2子をつくらな

い場合は表彰し、第3子またはそれ以上つくる者に

は経済面で必要な制限を加えるべきである」と提唱

した。本格的一人っ子政策を提｝Bし、実施してきた

のである。

　夫婦に第1子が生まれると、政府から「一入っ子

証明書」が授与され、奨励金が支給される。その他

住宅の分配、託児所・幼児閑・小中学校に入る際の

優遇等、各種の恩典がある。これとは逆に、第2子

を出産すると、罰金として、ボーナスが支給されず、

昇給や昇進にも影響する。

　なお、少数民族、華僑、一人っ子が障害者になっ

た場合等は、この一人っ子政策は実行されなくても

　　　　　　　図2．家庭紛争の原因

　　　　　人問関係
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いいと定められている。

　以llのような人ll抑制政策によって、　A．t1自然増

加率は1973年の2．23％から1983年のLl5％へと下降

した．t現在．’．A－i，　f’政策を・番よく実行しているヒ

海では、生まれたr・どものうち第1子が87．e4％を占

め、第2∫二は12．03％とな・っており、ほとんどが．’

人・っj’・ということになった．、

　一人っr一は、兄弟のある∫・どもと比較して、知的

発育が1！1・くてよい、知織が広い、活発、健康である

という優点もあるが、利己的、わがまま、依存性が

強くて1’i立心に欠け、気が小さい、社交性がない、

友達が少ない、ft：　igiを嫌い、偏食が激しい等の欠点

もあるとされている．

　この政策はそれ以外にも、次のような多くの間題

を抱えている，

　①農民、個人経営者に対する人口抑制政策の実行

のむずかしさ．

　農民、個人経営者は、二人以ヒの子ども、特に男

のf’を持ちたいという欲望が極めて強い。「養児防老」

の伝統観念と個人生産」71r：制のもとでは労働力が必

要である．tさらに．一般の家庭でも、自1｝1経済により

　．一一人以1：のr一どもを育てる経済能力が1’分にできた

ことが原因である。

　②り汝性別の比例の歪み。

　　・人一）1「・しか認められないので、「男尊女卑」の頑

固な思想のため、農村では生まれた女の’f’　Erよく闇

に4P－jてしまうということもあるn　1　990fl：”の時点で、

男女比は52対48となっているn

　③厳しい仕i芦への彬響。

　どの親も一一人っr一を軍隊に入れたり、スポーツ等

をやらせようとしないため、厳しい仕事への志願者

は激減している、，

　④各fr齢層のアンバランス。

　人日の高齢化、出生率の低下によリ、r一どもの数

18

古い住宅地

が減り、成人と老人の割合が増えている。中国の定

年退職は男性60畿、女性55歳て】あるカc、早めに退耳哉

することも可能なので、いまの成人はすぐ高齢者の

行列に入り、今後、高齢化の問題はもりと深刻にな

るであろう。

　⑤若者の価値観の変化。

　家庭の中堅力である若者の価値観がすっかリ変わ

った．若者の理想は外lli｜へ行けることと経済的地位

をLげることである．いま、中国は証券、ケト資や外

資との合弁企業など、新しい市場経済．ドでの企業が

増えている。そのため、これまでの公務貝や教師と

いった仕事をやめて、このような新しいビジネスに

転職（このことを中国では”ド海”と1「う”）したり、

株などのサイドビジネスに参加したりする若者が増

えている。さらに、外川への移民、岡際結婚なども

増えているnそのような状況のなかで、日険をする

意欲が高くなり、犯罪者が増える傾向もある．．

　⑥深刻化する一人っチを1必したf’どもの教育問

題。

　今のr一どもは「掌1．：の明珠」として画親、双方の

祖父母も加わって6人がかりで溺愛される。一・人っ

子は家庭で大切にされ、従って弱くてドぱ心のない

子どもになる．．中岡は小学校6年’中学校3年の義



務教育制度を発足させたが、親の子どもへの期待か

ら教育熱が強まり、高い学費の私立学校ではお金持

ちの子どもしか入れないという不公平な現象が出て

おリ、受験戦争も激化している。

　若い親たちの半数程度は十分な教育を受けていな

いので、せめてわがfiには、たっぷり食べさせ、．卜

分な教育を身につけさせようと必死なのである。子

どものためには、千金を投じてもピアノを買い与え、

自分は節約しておしんこばかり食べている「孝行両

親」というものも少なくないようである。

　幼稚園の入園前はもちろん、高校卒業までの家庭

教育は中国では非常に大切である。優秀な人材は家

庭教育のよい家庭から輩出されると言える。名門高

校や大学、最近設立された私立学校に入学させるた

めに、家庭教師をつけたり、余分なお金を出したり

することが増えたのである．少年時代に、音楽を勉

強させたリ、墨絵・書道を勉強させれば、一人前の

有名人になることができると両親が考え実行してい

るのである。現代家庭教育の内容と方式はさまざま

で、父1りが教えるほか、家庭教師や夜間学校で外国

語、タイプライター、ピアノ、数学等の専科を子ど

もに習わせることがうらやましがられている。

　倫理道徳教育の重要な場所は家庭にあるので、家

上海の町

1‘｝界のIM扇t十e杵

庭教育のよくないところでは青少年の犯罪が多い。

このように、一人っ｝の教育の問題は厳しくなって

きている。

　4．今後の中国の家族の動向

　家族の形はそのまま継続しているが、最近大家族

から核家族になる傾向が強い。特に広大な農村では、

家族の形は一家一戸の傾向が強い。10年前の「万元

戸」、いまの「百万元戸」と言われるような経済的に

豊かな家庭が出てきている。それは人民幣1万元、

百万元ほどを稼いだお金持ちということである。都

市の家庭は共働きが多いが、これからは経済的余裕

から、勤務する女性の数は少なくなるであろう。

　広い中国では各家庭間の格差が広がりつつある。

都市と農村、沿海と内陸、民族と民族、外資と内資

企業等によって、家庭の格差が大きくなってくる。

つまり、幹部、知識層、労働者、農民、個人経営者、

無就業者等では家庭の暮らしはまったく違う。所得

に応じて、高、中、低の三つのクラスの家庭に分け

られ、それらの間での交際は少ないし、ほとんど結

婚もないようである。

　経済の発展、生活レベルの向上、社会福祉などの

改善によって、家庭生活の内容も変化してきておリ、

娯楽、勉強時闇が増加し、家事労働も減少するだろ

う。

　対外開放と交流、価値観の変化、個人の自由の強

調によって、伝統的な家庭観念は薄くなり、離婚、

再婚、独身のままという傾向も増加してくるだろう。

さらに、核家族の増加、人llの高齢化、子どもの減

少によって、若年層への経済而、労働面での負担も

重くなるであろう。

　このような背景から、家族問題の研究、国際交流

の展開、家庭政策を含んだ法律の制定・整備等がな

されなければならないと考えられる。
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〈フランス〉

フランスの結婚と家族の現在
　　　　一コアピタシオンあるいはユ＝オン・リーブルにふれて一

　　　　　　おか　　だ　　　　とBる

花園大学搬岡田　徹

世界の親子・家族をめぐる動向

　1．はじめに

　フランスの親子関係や家族を考えるに際して、最

近、筆者が経験したある家族のエピソードから始め

ることにしたし㌔

　私の友人にパリ大学の細胞生理学老がいる。年は

50代半ばで、彼の妻は中学の教師である。二人とも

学識も教養もあり、〈サンパテKックな》憾じのよい）

人たちである。彼らには24歳（女）、23歳（男）、21

歳（男）、18歳（男）の4人の子どもたちかいる。

　あるとき、この友人がこんな話をしてくれた。朝、

洗面所で洗顔していたら、背後に人の気配がしたの

で振り向くと、一面識もない娘さんと目が合った、

彼女は「ボンジュール、ムシ」」一」と挨拶して、ト

イレに入っていった、やがてトイレから出た彼女は

長男の部屋に消えていったという。彼もその場をと

「｝つくろって、「ア、ボンジュール、ポンジコ．一ルノ」

と返したものの、おったまげたと話してくれた。彼

は丁寧な人で、その娘さんの親御さんに、おたくの

娘さんはうちに泊まっているので、ご心配されない

よう連絡をとったとのことである。またこのような

話もしてくれた。長女が初めて男友達を連れてきて

彼女の部屋に泊めようとしたとき、カッとなって追

い返した。娘からは罵られるし、妻からはその対応

ぷりをたしなめられるし、惨澹たる目に合い、苦い

経験をした、と。さらに次男はバリ大学ナンテール

校の3年生で、彼は家を出て、大学都市で生活して

いるが、最近では同級生の恋人と、女子寮の彼女の

寮室で同棲しているといっ．．

　これらはいずれも、今nのフランスにおける若者

たちのごくありふれた男女交際のひとコマであろう。

友入は夫婦ともきわめて進歩的な人たちで、《新しい

親）Cn“uveaux　parents戦争を知らない世代の親．1968年に

20歳で、現在、45、6歳。日本でいう“；　－z　一・7アミU－’

に当たる。）よりは一’世代上であっても、筆者の見ると

ころ、意識と生活感覚においては（新しい親〉の範

晴に入いる。彼らは子どもたちの生き方に戸惑いを

隠せない、むろん、この任意の一例をもって、フラ

ンスの親子関係や家族を代表させるつもりはないが、

それでも今1．1のフランスにおける親子の間の意識や

価値観の断層の、い〈らかの消息を伝えているはず

である。

　（新しい親〉の世代とその上の世代との断層は大

きい。そして今またく新しい親）の世代の価値観の

もとで育てられた子どもたちがいよいよ思春期、青

年期を迎えつつあり、男女交際や配偶者選択・結婚

の時期にさしかかっている。フランスの結婚と家族

をとりまく環境に新たな段階が到来しつつあること

を予知せしめる。

　2．結婚と家族の流動化・相対化及び多様化

　最近の人ロ動態上の顕著な特徴として、「結婚率の

継続的で緩慢な低下」「離婚の増大」「婚外子の増加」

「出生率（1，8）の低位固定化」「平均寿命の伸長による

死亡率の一貫した低下J、そして「人口の高齢化」な

どが指摘できる。これらの諸傾向は、すでに1980年

代の半ばに広く確認されている。ここでは、結婚や
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家族に最も関連の深い数点について見てみたい。

　結婚率の低下だが、1987年には1972年（416．000組）

の3分の2強まで落ち込んでいる。《新しい親》が社

会的に注目を集めた70年代半ばかち、結婚数は目立

って減少し始めた。離婚もほぽあい前後して、68年

を境にジリジリと増加している。対千人当たりの離

婚数は1965年34．9、70年38．9、75年55．6、80年81．1、

85年107．5、87年106．5となっている。（結婚の合計数は

近年やや増加傾向にあるが、これは離婚の増加に伴って再婚数

が増えていることによる。）そして、この傾向は1980年代

に入ると、はっきりした社会的スタイルとなって現

れてくる。すなわち、コアビタシオン（cohabitation）

やユニオン・り一プル（union　libre）のような結婚制

度外の男女の新しい関係や共同生活が新たな選択肢

として加わったことによって、男女が共同生活する

ことイコール結婚を意味しなくなってきた。つまり

このことは、結婚、ひいては家族の流動化・相対化

及び多様化が決定的に始まったことを意味している。

　シングル志向の台頭も結婚数の低下を促す要因と

して見逃せない。ここでいうシングルとは、特に従

来からある未婚や独身とはややニュアンスを異にし、

わが国で最近いわれるところの非婚（主体的に選び

取った生き方として結婚しないこと）の意である。

最近では、男女のカップルによる共同生活（正式婚

であれ、事実婚及び同棲であれ）そのものが若干衰

退傾向にある。（15歳以上の者が世帯をなして生活す

る比率が、82年の63．6％から89年には62．1％とやや

減少している。）それに伴って、単独世帯の比率は古

くは1901年16％、62年19．6％、68年20％、68年以降

は年々上昇し、89年27％、90年27．5％となっている。

つまりシングル化や出生数の減少などによって、世

帯の小規模化に拍車がかかっている。口世帯当たりの

人数は62年3．IOから90年2．53と滅少している。）

　さらに、結婚事情にかかわる諸変化にも触れてお

かなければならない。まず結婚年齢の急速な上昇が

あげられる。1987年の平均結婚年齢は女性が24．9歳、

男性が27．0歳である。1981年に比べると、6年聞で

世界の児黛と1姓

1歳半上昇している。それに伴って、第一子の出産

時期も遅くなってきている。80年以前には25歳で第

一子を産む女性が最も多かったが、87年では26歳と

なり、1年遅くなっている。そのうえ、結婚後2年

経っても、3人に1人は子どもをつくっていない。

子どもをつくる時期を先のばしにしている。

　その結果、出生率は1974年に2．1を切り、以後78年

1．84、79年1．96、83年1．75と低下している。ただし

近年では1．80と、低落傾向に歯止めがかかり、子ど

もの出生数は1983～88年までは75～77万人とさした

る増減はなく、低位ながら安定してきている〔！992

年のEC平均値は1．55）。

　次に、結婚や家族の変容に対して最も強烈なイン

パクトを与えたものに、婚外出生ないし未婚出生（婚

外子）の増大及び単親家庭の増加がある。今日、4

人に1人以上の子どもが婚外で生まれている。婚外

子出生率は1980年に11％、83年に16％、そして87年

には24％と急増してきた（1992年の㏄平均値は19．8

％）。婚外子の選択は、価値観や生活文化の影響を色

濃く受ける。とりわけ、職業別有意さが顕著である

ことはよく知られているところである。有職女性の

しかも芸術、情報、演劇関係者では35％、また学生

では49％と断然高率である。またこうした子どもを女

性が一人で育てる例が多く見られる。婚外子の増大は

従来からある単親家庭（familles　monoparentales）

に、新たな社会的問題や課題をもたらすことになっ

た。単親家庭は1988年にはすでに100万を越してい

る。この数値は1975年の2倍である。とりわけ未婚

の母の数は近年増加の一途をたどり、その数は81年

には132．748人で、単親家庭に占める比率は18．1％で

あったが、最近では20％を越している。

　このような結婚や家族の変容の原因として、まず

70年代の女性解放運動（働く女性の増大と避妊・出

産制限の社会的承認など）の盛り上がりがあげられ

る。わけても女性の就労の増大はその社会経済的な

自立を促し、結婚を唯一の選択肢とはみなさない生

き方を多くの女性に植えつけたeそれは高等教育へ
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の志向、わけても女性の高等教育志向が強まったこ

とによる面が大きい。大学修了証書をもった女性は、

そうでない女性に比べて、男女の共同生活に入る率

が少ないことはその端的な現れである。また、経済

危機に伴う雇用状況の悪化も無関係でない。（2臓以下

の若者の4人に1人が失業している。）さら1こは就学年数の

伸長によって、若者たちの親離れ（親元離れ）が遅れ、

さらにカップルの形成や結婚が遅れ、その結果前述

のような第一子の誕生の遅延も生ずることになる。

　いずれにせよ、こうした諸変容は《近代産業社会

化は必然的に、基礎集団である家族〔結婚を含む）

や親族の構造・機能の縮小解体を生む》という社会

学的テーゼが、フランスの場合にも例外ではないこ

との証左でもある。

　3．コアピタシオンあるいはユニオン・リーブル

　　　の息速な普及

　次に、結婚や家族の流動化・相対化、多様化傾向

を最も端的に示す現象に触れておきたい。

　結婚や家族の流動化、相対化を促進するものとし

て、ひとつは若者の間で急速に広まっているコアピ

タシオン（同棲カップル、男女カップルによる共同

生活）、いまひとつは中年の男女に流布しているユニ

オン・tl一プル（自由結婚。対語はunion　legale、合

法的な結婚）があげられる。両者は今日フランスに

おいてはかなり広まり、かつ市民権を得てきている。

　これはまさに70年代の女性解放運動や｛新しい親》

に始まる結婚と家族の地殻変動の一つの端的な現れ

である。さらに、コアピタシオンやユニオン・リー

プルの台頭とあいまって、非婚や単親家庭の増大に

より、伝統的な結婚や家族がその地歩を失ってきて

いることは疑いをいれない。

　まずコアピタシオンをみると、75年には5％であ

ったが、81年には11％に増えている。1987年の統計で

は、結婚関係に入った夫婦の半数以上が結婚前に共

同生活（同棲）している。若者の半数以上が、この

婚外のカップルによる共同生活を結婚の準備に充て

22

ていることになる。1985年には、25～29歳の独身で

コアピタシオン関係にあるものは、平均3年以上の

共同生活を経験している。またその半数近くは結婚

に至っていないともいわれている。1975年には非婚

のカップルは446，000組であったが、そのほとんどが

子なしの若者力・ソプルで、結婚前の一時的なもので

あったが、しかし今日では、男女交際や配偶老選択

の一つの重要な一部分となっており、若者の間では

一種の風俗の観を呈し、若者文化の重要な一角をな

している。

　ユニオン・リープルはすでに200万組ともいわれ

ており、30代半ばから40代にかけて急速に広まりつ

つある。ただし、50歳台（50～59歳）ではカップル中

ユニオン・リープルは30人に1人の割合でしかなく、

頻度が最も高い30代半ばから40代と比べると、ほと

んど浸透していない。このことは、コアビタシオン

やユニオン・リープルが世代特有の文化であること

をうかがわせている。

　4．フランスの家族政策の特徴

　このような結婚や家族の多様化に対して、どのよ

うな制度政策的な対応がなされているであろうか。

　世界で家族政策が最も進んでいる国はスウェーデ

ンとフランスである。フランスは社会保障でいうと

ころの北欧型には属さず、それゆえにスウェーデン

のような先端的な高福祉社会でも、豊かな社会保障

制度をもつ国でもない。しかし、大陸型としては包

括的な家族政策をもっている代表的な国の一っであ

る。ここでは、家族政策の固有の対象である子ども、

女性、老人に対する施策のうち、前2者に限定して、

家族手当、働く女性や単親家庭の育児問題などに触

れながら、家族政策の理念や哲学をも見ておきたい。

　フランスの家族政策は、主として社会保障による

家族手当が中心である。その起源は1946年の家族手

当法に始まる。この制度は社会保障制度の中の有子

家庭の経済的安定策で、児童一人当たり一定額の現

金を給付するものである。7ランスの社会保障費の



中での家族手当の占める比率（20％前後）の高さに

は以前から定評がある。とりわけ、出生率の低下が

深刻な社会問題となり始めた1970年代から80年代に

かけては、思い切った家族手当の改善が図られた。

出生率の増加への熱い期待を込めて行われたのが「プ

ロア計画」であった，，この計画は80年代の家族政策

の大綱となるものであった．中味は家族給付の拡充

を11指すもので、”1ぽ給にあたっては所得比例制

を廃して新たに定額支給制をとったリ、さらには家

族r当の所得制限を廃するものである。財源は杜会

保障制度機関の・一’つである家族乎当金庫（国の負担

率20％）によってまかなわれている．杜会保障給付

金のrlTで出産や家族千当の占める割合はECの中で

は妓泊i値を示していた。

　ところが近年では、家族の流動化や多様化によっ

て、従米のような家族F当の改善だけでは人U政策

としても効を奏さなくなった。働く女性のニーズを

満たすには、r・ども　（O～6歳、とりわけ0～3歳

児の保育施策）に焦点を合わせた、総合的な児噺政

策が必要になってきた。

　家族政策が女性政策や人11政策と密接な連携のも

とに共同歩調をとり始めたわけである1，特にこうし

た構想の下で新たな施策として展開された「公’｝牛・

時北児所」の存在意義は、その数の少なさ、不卜分

さにもかかわらず、次のような家族政策の根本理念

の地平を切り拓くのに預かって力があり、煎嬰なも

のである。すなわち、次代の担い手をその親のみな

らず、f一どもをもたない大人も加わって、杜会全体

で育てようという思想がこれである。このことは育

児を杜会に肩代わりしてもらう権利があるという発

想に、‘nっている．，この発想は、家族や育児は堪本的

には私事であるとする発想とは対極をなすものであ

り、家族政策の依って立つ存立基盤もここにある．

　もう．・つ、7ランスでは先に見たように、婚外f・

やIP親家庭が急増しているにもかかわらず、大きな

社会問題化しないような歯lkめがかけられている，，

それは、避妊法の普及により望まない出産が減少し

1∬界の1ぷ漁H4”

たこと、また政策的には、家族政策による保障やサー

ビスが充爽したことによる。67年のヌーヴィルト法

（経lI避妊薬の解禁法）や75年の人rl中絶法の施行

により、ピルなどの使用で望まない妊娠や出産、家

族計画の失敗が3分の1に減少している，，そのこと

の婚外子の場合にもつ意味ははなはだ大きい。つま

「）、このことは婚外子でも望まれて生まれる率が高

いことを意味しているからである。また、未婚の母

をも含む単身女性に対する優遇措；Xとしては、公務

貝への応募年齢制限の撤廃（1979年）などに見られ

るような政策的試みがいろいろな形でなされている。

　5．おわりに

　フランスの結婚や家族の新しい状況を概観して気

づく点は、新しい男女交際や、結婚や家族の相対化、

多様化に対して示す世代III］の断旭の深さである。こ

のllt代間の断廟は、もうひとつの低要な家族政策及

び人日政策上の課題である高齢化礼会への対応にあ

たっての火種になりかねない1、また《新しい親》に

育てられた若者たちが今後どのような男女交際を通

ヒて、結婚や家族’E活を経験していくことになるの

か、その生き方を含めてはなはだ興味深い。

　多様な生き方や価値観が容認される個人i三義の国

フランスでは、婚外子や単親家庭に対する偏見は他

国に比べてそれほど強くはないb多様な生き方やモ

ラルに深くかかわる、結婚や家族を対象にする家族

政策がその固有の困難さにもかかわらず、公的な政

策として今後どのような成果を生むかに注llしたい。
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特 集
〈イスラエル〉

国際政治の動きに伴い

変わりつつある家族
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いし　h「A　　え　　み　　こ
　　　　　　　　　　。MEPI1撰粗麟l」難石垣恵美子

世界の親子・家族奄めぐる動向

　背　景

　イスラエルは中東に位置し、地中海の東海岸に沿

jてイ1PびているIlklで、南北約450km、東西約135km、

アジァ、アフリヵ、ヨーロ・ソバの3大陸の接点にあ

るため、多くの文化、宗教、伝統がモザイク状に織

りなす杜会を形成しているn1993年現6iの人rlが約

520　Ji人、，聖．lltのllJi代より今｜1まで長い歴史をもつが、

1948年にユダヤ国家として独v’zした，、’1］時のユダヤ

人｜1は65ノ∫人、その後多くの移民や難民を受け人れ

て、ノ）’ifでは約424万人に増え、総人川の82％を占め

る，，非ユダヤ人IIIS％、約95万人はイスラム教ある

いはキリスト教のアラブ人とドルーズ族で、”J　11　JJ

人のべ1・’ウィン族を含む。今日、宗教別に人ll構成

をみると、ユダヤ教徒82％、イスラム教徒14％、キ

リスト教徒2．5％、　ドルーズ教｛走（10Yl：tcにイスラz、

教から分離したもの）1．7％、その他となっている，，

それぞれが各rlの自治社会、教育・福祉事業を運営

しているため、宗教の違いによる家族の習慣や文化

の相違は箸しいものがある、．

　イスラェルは議会制民i三．．i三義の国であり、司法、

立法、行政の…権分、ヒの川（則が厳Lく守られ、国民

は人柳、宗教にかかわりなく法の前に平等が原1｛llで、

1も論、．集会、結社、報道、政治的信条の1’｜lllが認め

られ、ストライキやデモ権も法によって守られると

されている。

　」亀務教育は5歳から16Jacて；、18歳まで無f宵て≧教育

を受けられるが、各家庭の宗教の遡いを考慮して、

学校は普通学校、宗教学校、アラブ入学校などさよ

ざまあリ、どの学校に通うかは各家庭で自山に選択

できる，、ユダヤ人学校ではヘブライ請で、アラブ人

学校ではアラビア語で教育が行われ’（いる，、イスラ

エルの公用語はヘブライ語とアラピア語で．各家庭

での使川言語もほぼこttに準ずるが、移民の多いこ

の国では親の出身地や坊ミ教・文化背．景の相1屯‘．二より、

各家庭でそれぞれの1亨硫が使川されている。iAri’i，｝を

ll常語としている家庭はかなり多いd，1よとんどの住

民が複数の「言語を．使川することができる，，報道の1’1

111は守られ、ヘブライ語のH1二tj紙が11紙、その他に

11紙がアラビア‘措、英語等杣々の1．1硫で発1：11されて

いる，，

　この国では国民皆兵制度がとらt．しておリ、イスラ

エル国民は18歳になると、男性は3fti・iiVl、友性は2

fl澗の兵役の義務につく、その後り」性は55歳まで、

女性は24歳まで．例甫1役に服する義務があり、これら

は家族生活に大きな影酬を与えている1，

　都市における家族

　イスラエルは基本的に都市杜フきである，，人llの91｝

％が次の3つの大都市と、その他の1〔，O余リの都市に

住んでいる、、

●エルサレム市：イスラエル1｛ilの首都で、紀JCI］iilOOO

年の昔からユダヤ人・アラブ人の歴史的、民族的、
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精神的中心地で、P）った、、人口52万5千人、、ユダヤ教

正統派に属する家族が多く住み、宗教的戒律を厳格

に守る家族は71｝％以1：だともilbれている、，エルサ

レムll｜巾内はユダヤ教、イスラム教、キリスト教の

3人宗教の，Vl地で、それぞれに宗教に熱心な家族が

グル　ゾをつくって住み、その宗派の戒律と昔なが

らの伝統様式に従って生活している、，しかし新市街

地には近代的アパートも多く姐てられ、若者を中心

とした非宗教的意1激をもつ家族が増えている、，

●テルアビブ市119｛｝9年、1伎代にtstsる彼初のユダ

ヤ人田1市と1て姐投され．イスラエルの商1二業、金

融、¢化の中心地で、50％以ltが近代的な意識をも

っ非が教的な家族で、欧）K的な生活様式を惜んでい

る，人1）：14力人。

●ハイファ市：i：要港をもつイスラエル北部の一1：業

中心地で、人11Z4　JJ　6「・人d，非宗教的意織の家族が

多いが、地区によっては宗教的な家族、アラブ人や

ドルーズの家族が住んでいる。

　イスラエル国はユダヤ教の安息1．1である1：lma　ilを

国の公休日と定めており、金曜｝’1夕方から土曜n夕

方まで交通機関や店舗は休みをとり、官公庁や学校

も閉まる．またユダヤ教暦には祝祭Hが多く、事実

lr．それらの日々は休llとなり、あらゆる機関が止ま

ってしまうため市民生活は大きな影響を受ける。こ

れらの祝祭1』1や休凹は、ユダヤ人の大部分が家族の

紳を強める時として用い、宗教的に熱心な家族は全

員でシナゴグ（礼拝堂）へでかけ、宗教的にあまり

熱心でない家族も団巣の時としてドライブやレジャ

ー を楽しむ傾向が強い、，

　しかし一・方で、イスラム教從は金曜llを休1．1とし、

．
量澱t玉にはアラブのパスを走らせ、キリスト教徒は

日曜nを休日として守っている。国金体として1司調

してしまうことは絶対にあり得ないのである。この

ようにイスラエルの家族は、属する宗教によって大

ll‘1”・めiN　e’ヒ｝｜川

きな規制を受け、その伝統のなかで独1’iの生活を営

んでいるのである。

　農村における家族

　19世紀末から2〔｝世紀初期にかけて、イスラエルの

国を姐設しようと各地から帰還してきた若い開拓者

たちは、共同農業社会を建設してその理想を実現さ

せようとした。彼らのイデオロギーで2種類の共同

農村が生まれた，，キプッとモシャプで、イスラエル

雄国へ痕要な役捌を果した、，

●キプツ：“各人は能力に応じて働き、必要に応じ

て受け取る”という原理を基に巡償され、生産、労

働、消費、教育のほとんどを、家族単位ではなく完

全に集団化した協同体（コミューン）で行い、個人

は私有財産を持たないのが原則である。1910年代に

創設され、今日では圃民の約3％が270ほどのキプッ

に住んでいる、、

　育児や教育を「f’どもの家」で集団で行い、「親子

別寝制度」としてllt界の8三Hを浴びたが、197〔｝年

代の終わりから80年代にかけて．若い母親たちを中

心に反対運動が起こリ、今nでは完全に「家族同寝

制度」に移行している。かつては農業中心でイスラ

エルの食糠～k産の中枢を担ったキプツも、今Hでは：1：

業中心の資本．i三義的利潤追及に転じ、この国の．1：業

’k産の7％がキプツの111tgで生産されている。メン

バーの意識も個人．1三義的傾向が強くなり、マイホーム

型の生活者が増えている。

●モシャブ：家族ごとに家庭生活を営むが、販売、

供給、設備事業は共同で行う。一・見キプツに似てい

るが、経済活動や教育（育児）は家族Ilt位で行われ、

私有財’産も認められている。各モシャプは平均6011［

帯からなり、約450のモシャプには国民総人Uの約4

％が住んでいるnキプツよリモシ・vプの人11が彰い

状況は、元米イスラエル国民の家族tT〈　｝nの表われの
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一っとも受け取れる。

　キプツもモシャプもごく一部に宗教型のものがあ

るが、大部分は非宗教的で男女平等意識が強い。家

族形態も民i…的で欧米型である。

●その他：イスラエルの農村人口の約5分の1が大

小の村に住むアラブ人・ドルーズ族である。土地家

屋は私有しており、農産物の栽培や販売は各自で行

う。近年、村が大きくなり農業も機械化されてきた

ので、仕事の機会を増やすため軽工業が導入されて

いるのはキブツなどと同じであるが、一つには政府

の農業政策が関係しており、農業だけでは食べてい

けない実態がある。農村のアラブ人・ドルーズ族に

は宗教的な家族が多く、若者の都市への流入が見ら

れる一方で、昔ながらの宗教儀式や服装・生活習慣

図1．都市と農村の人ロ率推移
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

1961年 都市　84．3
15．7

1972年 88．6 11，4

1983年 89．6 担・41

1992年

（StHtistical　AbSLruct　o日sraen9931　Gevernment　of　I8rae｜，より｝

図2．モシャプ、キプツ、ペドウィン遊牧民の人ロ率推移

o
％

1

5

11．

6．4

9．9

ペドウィン遊牧民

　　　　4．8　　　　5．0

4．0　　　　　　　　　　　　　　4’1

　　　　　　　　　　　　　　　モシャプ

　　　　　　　　　　　　　310

1961 1972 1983
1992年

CStatistical　Abe．　tr8ct　of　Tsrael　1993，　Government　of　lsraer．よt））
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を守っている者たちもいる。

　国内には約11万人のベドウィン族がいるが、もは

や遊牧民ではない。イスラ．陥ル政府の指導もあって、

その60％が｛iil宅に住んでisり、昔ながらの生活をし

ている者も、ほとんどが家族ごとに一つの場所に定

住して暮らし、子女たちも”a．の学校へ通って教育

を受けている。テントで暮らしている者もごく一部

にいるが、このような生活形態は“観光用”のもの

になりつつある。

　家族にかかわる賭問題

　（1｝人口率推移に見られる間題

　①農村より都市への流入が激しくなりつつある（図

1．）。都会型家族の増加は高学歴化を生じ、近年イス

表1．所属衆教別出生率の推移
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

．

1961年 1972年 1983年 1992年

ユダヤ敬徒 88．7 85．4 83．0 81．6

イスラム教徒 7．8 U．2 13．0 14．0

キリスト教徒 2．3 2．3 2．3 2．7

ドルーズ敬徒 1．2 L2 L7 1．7

（Statistieal　Abetract　ot　lsruei　l993，　GoΨernrnentσf　Israel，よリレ

表2．1所帯当たりの富族人数（平均）

都　市 農　村
一

平　均

ユダヤ人　　　　　‘ 3．37 4．08 3．41

ypユダヤ人

（うちイスラム教從）

5．42 6．31 5．47

（5．81）

CStatiStical　AbtaStraeしo∫　lsrae｜1993，　GoΨdi”nment　O↓Isr鴉el．よ　り）

表3．1康族当たりの子ども数

＾　　　　　　　　　　　　　　　　　．，e　1　　　一　　1　，一　一

　　ユダヤ人 2．53

‘　　　非ユダヤ人

　　　（うちイスラム教健）

4．99

（5．23）

（Stutistica｜Abstract　of　rsruel　rg93，　Geverntnent　ot　Tg．　raeLより）



1“：界の児竜とlo性

ラエルでは大学人斌がむずかしくなりつつある。高

勾糠化が巡むと、専門職を求めてますます都市集中

が迦み、共働き家族が増えることになる。

　②ユニークな農業協同体であるモシャプやキプツ

の責退が目立つ（図2．）。農業離れが著しく、よき時

代のコミューンの姿、拡大家族としての協同体は現

在ではもう見られない。

　③定住することによってベドウィンの生活は便利

になったかもしれないが、独特の家族の文化は失わ

れつつある（図2．）。

　（2嫁族の規模に関連する問題

　①イスラエルでは僧仰心のあるなしにかかわらず、

ユダヤ人二ユダヤ教徒と考え、統計でもそのように

分類されている。ユダヤ人のtiUk率が下がる傾向が

あるのに対して、イスラム教徒（アラブ人）の自然

図3．既婚女性の就職率

60％

50

40

　　　32．1
30

　　28．5
　　11：§

20

10

1967 1972 Lgti：s

30．8

　　55－64歳

1992年

増加は｛．1覚ましい。30年間に倍になっている（表1．）。

このことは、イスラエル政府のアラブに対する脅威

ともなっている。

②一所帯当たりの家族人数を見れば、農村の非ユ

ダヤ人の家族数は都市のユダヤ人の倍近くある（表

2．）。子ども数も同様である（表3．）。都会のユダヤ家

族が欧米化し、少子化する傾向のなかで、アラブ家

族は悠々と昔ながらの家族生活を守っていることが

うかカtえる。

　（3）働く女性の問題点

　図3．は既婚女性の年齢別の就職率を、年代別に示

している。今日では既婚女性の半数が職業を持って

おり、特に25～54歳の女性の有職化が日覚ましく、

25年間に2倍に増えているe問題は幼児を抱えた有

職女性の場合で、都市の保育所はそれほど整備され

ていない。最近ではキプツの子どもの家に近郊都市

の母親がわが子を預けるケースが見られ、筆者は驚

いている。働く既婚女性の増加は、わが国ほどでは

ないにしても、少子化現象を促することになる。

表4．キプツ人口の推移

一一．
年

．．
≡

キプツ数 入ロ（人）

1910年 （最初のキプツ設立）

1950年　　　‘‘
194 67，539

1§60年　　1‘ 221 77，955

1970年　　　　　　1‘ 237 85，100

1980年 256　　，・
　111，200■■●■㊨■■●●■●●■・．．’

▲．■，●●●■　■　　・・‘．．　．　．　．　・　．　．・　．・．．　・　．◆舟

　　　　1985年

．．㎡㎡吟，・・．．

　　268 125，200

1986年
269 126，700

1987年
268 127，000

1988年
270 126，100

1989年
270 124，900

1ggo年
270 125，100

．

　　　　1991年　　　　　　　　　　・ 270 129，300

（Statistical　AbstraCt　of　tsrHet　l”：↓，‘．¶，、・c‘・1‘mぐ川‘，f　lsrael．よID　　　（附bbutt　in　tt　M厨rkel　Sパicty，　by　S垣nley　Ma．卯1993・よ「））
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1948年

1961年

！972・年

1983年

1991年

プツの年齢構成の推移（％）

　　　　　　0－14歳 15－24歳 25－34歳

55－64歳
45・・54歳

35－44歳 65歳

30．．？ 29．5 20．7 14．1
1．

＼ 　　’　’　’’ ＿一一ンカ つ，9

34．0 24．6 13．0　　　　10．6 12．2 3．4

／
！ 　／ノ

／　　　　　　　！　　　　！ ン！プ 2．2

28．7 23．9 15．7 9，1　　　＆4 10、0　　4、2

＼ ／ ／ ／

31．3 17．6 16．7 12．2　　　6．9 6．2 9．1

／ ／ ／

28．4 19．9 13．4 13．9　　　　8．7 5．6 10．1

〔Kibbutz｜n‘‘Mi｛rkot　StH］k“ty，　by　S【allet¢y　Maron　1993，より）

　（4）キプツの家族が抱える問題

　①1970年代の終わりかち80年代IYj半にかけて、こ

れまでの「子どもの家」での集団育児・親子別寝制

度への批判の声が、若い母親の間から起こ「）、80年

代の終わりには全キブツが親子同寝制度へ移行した。

育児の貨任がメタペレット（保母・養育婦）から各

母親へ移ったわけで、マイホーム主義を助畏し個人

並義化に拍車をかける結果となった。育児への忙殺

は少子化をもたらした。

　②イスラエル全体が都市化するなかで、農業が衰

退し、キプツ全体が経済的危機に直面L1988～89

年にかけてキプツを出る家族が続出した（表4．）。91

年かちの増加はメンバーの定着を意味すると同時に、

移民の受け入れが大きい。今日ロシアからの大巡移

民の受け入れは、その適応と教育の問題を深刻にし

ている。

　③キプツの老齢化の問題はさらに深刻である。図

4．の年齢構成の推移を見れば、1948年イスラエル独

立当時にキプツを支えた若年層が、40年を経過して

老年に遼し、現在働き盛りの年代の減少に檀面して

いる．少子化はキプツの子どもの家を空家にし、そ

こへ老人ホームの建設が進められている。子どもの

数が減ったので笑い声が絶え、キプツは静寂そのも

ので、子どもの家での保育には、キブツ外の近隣家

庭から保育料を取って子どもを受け入れている。幼

稚園教師やメタペレットをキプツ内に求めることが

できず、近くの町から給料を出して堀っている。昔

ながらの埋想主義に満ちたキブツの家族は、もはや

rCXEしない。

　おわりに

　筆者は1993年12月から94年1月にかけて約1ヵ月、

5年ぷりにイスラエルを訪問した。1974年以来7度

目である。今回、あまりのキプツの変容ぷりに驚き、

国際政治や社会の動きが家族の存在を変えていく激

しい時代の流れを感じた．しかし、その国独特の歴

史や文化・宗教の影響の深さは、時代の流れを越え

て家族を支え育んでいる。個人は家族のなかで育て

られること、同時に家族こそ国を支える最小のCLt位

であることを改めて実感した次第である。
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〈韓　国〉

現代産業社会で
変化している家族
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホン　　　tンウノク
　　　　　　　　　剛嶺献牲活科学部臓授洪　上旭

特
世界の親子・家族をめぐる動向

　韓国では、1960年代から30余年の間に、郡市化と

産業化が本格的に進んだ。産薬化と都市化は、家族

形態を変化させただけでなく、家族の機能や家族内

の人間関係などにも多くの影響を及ぼした。また1945

年以後も、民法の親族・相続法領域では、前近代的

な家父長制度と男女不平等的要素のある法条項が多

く残されていたが、1977年と1990年の2回にかけて、

家父長制度の廃止及び男女平等を基本とする民主的

家族制度の実現を意図して大きく改正されたe

　このような社会の産業化、都市化と家族にかかわ

る法制度の改正は、家族の規模、形態と構造、家族

の機能、家族関係などに変化をもたらした。このよ

うな変化は、多様な家族問題のみならず、結果的に

社会問題をも引き起こすこととなった。したがって、

家族を安定させ、家族問題を解決するための政策が

必要である。

　本稿では、韓国の家族の構造及び機能、さらには

家族関係を明らかにし、家族の変化と家族政策に言

及するものである。

　1．家族構造

　この30余年の間に、家族規模の縮小、家族世代の

単純化、そして親族関係の弱体化現象などが現れて

いる。平均家族員数は1966年の5．5人から、1990年

には3．8人へと減っている。合計特殊出生率も1966

年の4．8人から、1990年には1．6人へと減っている．

また家族の世代別構成をみると、2世代家族が67．0

％で一番高い比率を占め、その次が3世代家族であ

る。3世代家族の比率は1966年には24．0％であった

のが、1985年には14．4％に減少している。しかし、

家族形態はより多様化し、独身家族、老人家族及び

非血縁家族の比率が増しており、1980年以後、30～40

代を中心に単身赴任という新しい家族様式も急激に

増している。

　さらに、医学の発展による出産調節、家族構成貝

の少数化と平均寿命の伸長は、家族生活の周期にも

変化をもたらした。1935年から1944年の結婚コーホ
　Ul　　　　　　　　　｛t　

－
Fの家族周期の全期間は44．5年で、1975年から1985

年の場合は51．8年となり、40年間に7．3年伸長した。

また、1993年現在での平均年齢67歳、52歳、34歳の

既婚女性の平均家族周期を比較してみると、第1子

出産から末子出産までの出産期間は各々16年、9年、

2年であり、絶対的養育期間が短くなっている。平

均寿命は1970年には、平均63．2歳であったが、1990

年には71、3歳（男67．7歳、女75．4歳）と伸長してい

る。

　このような家族周期の変化は、家事と子育てにか

かる時閲を減少させ、既婚女性の社会参加への欲求

を高めさせた。また、子どもをすべて結婚させた後

の期間が延長されることにもなり、一方で老人扶養

の問題を台頭させることになった．

　2．家族機能

　産業化の過程で現れた家族の機能は、伝統的要素

と西欧的要素の衝突、さらには社会構造と家族の変

化速度との差異により、西欧の家族とは違った様相

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29



を呈しており、その過程で韓国特有の機能が浮き彫

りになってきている。家族の出産と性行為規制機能

といった価値観は急速に変化し、妊娠、出産の自由、

性生活の自由、享楽産業と性に関連した各種サービ

ス産業の発達などにより、母子家庭、未婚の母など

弱体な家族を発生させている。

　また、理想的な子どもの数や期待する子どもの数

は、1990年現在、各々1．98人、2，22人で、ともに減

少傾向にある。それとともに、男児を望む欲求はよ

り強くなり、男児対女児の性比が1990年110：100で、

その均衡が崩れてきている。このような状況の中で、

子どもの養育あるいは社会化への関心が高まり、早

期教育及び過剰教育熱を生じさせている。それが家

庭教育不在現象をもたらし、子どもの養育と社会化

機能の混乱を招いている。

　また、社会が急激に変化する過程で、多元化、専

門化し、家族は、その成員たちの意識、価値観から

行動様式、言語、生活習慣にいたるまで、世代閲葛

藤あるいは疎外をきたしている。その結果、青少年
　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　“）
問題を引き起こし、オレンジ族、イッフィー族、マ
　　　　　　t5）　　　　　　　　　　　　　　　　

ルチメディア族、ピーターパン族というような新語

が登場した。家族の情緒的紐帯機能と余暇機能は、

若い世代ほど夫婦を中心とした重要なものとなって

いる。車の普及率は1990年には5．3世帯に1台の割

合となり、これにまだ一部分ではあるが、土曜休日

制の導入なども加わり、余暇機能が強化された。お

正月やお盆に、郊外の別荘やスキー場で法事を営む

人々の増加など、従来の家族固有の機能も変貌して

きている。

　家族の社会保障機能をみると、この機能を遂行す

る人的資源や能力が十分でなく、社会保障制度が未

整備な韓国では、家族に多くの経済的、心理的負担

を負わせる結果となっている。

3．家族関係

家族関係は、全般的に社会の変化に応じ、権威的

30

で一方的な関係から、民主的、平等釣関係へと変化

している。家庭内における夫婦の性別役割をみると、

家事、育児・教育を妻の役割としている家族は各々

80．5％、712％となっており、主に妻によって行わ

れていることがわかる。意思決定の面では、子ども

の問題、経済問題について夫婦が共同で決定する比

率が各々69．2％、51．2％であり、全般的に夫婦が共

同で決定している。このような夫婦における関係は、

民主的相互依存関係、夫婦中心の友愛的関係を示し

ており、平等の性別役割論を適用すべきであるとい

う意識が広がってきている。

　女性の経済活動への参加率は1991年現在40．4％で

あt）　．それに伴い、男性が家事と子どもの養育にあ

たる機能も増えている。しかし、女性の社会参加の

現実と理想が同一の速度で進展しない状態があり、

多くの就業女性は家事、子どもの養育と職場生活な

どにおける役割負担と役割葛藤に悩んでいる。親子

関係は、伝統的に親という地位自体に与えられてい

た「地位的権威」から、今日では「個人的権威」へ

と変化していて、親の権威の弱体化を招き、子ども

の社会化問題などを誘発させている。

　4．家族問題

　家族を構造的次元でみると、その血縁的基盤は揺

ぎないものではあるが、世代別構成の単純化、家族

周期にみられる夫婦関係の重視などの傾向から、韓

国の家族が夫婦中心型に変化してきていることがわ

かる。産業社会においては、核家族へと向かうこと

は、産業化の成功に必要とされる地域移動や職業移

動の要求を充足させるだけでなく、経済制度が要求

する効率と効果をも充足させる。

　しかし、血縁関係の弱体化及び夫婦中心型の核家

族化は、家族意識の変化とともに家族の不安定性を

高める方向へと作用する。家族安定性の指標として

の離婚率は、1960年の3．1％から、1990年には11．9

％となり、約4倍の増加となっている。これは結婚




